
地方の道路整備促進を求める意見書 

本県は、活力ある地域づくり、快適な生活環境や安全で安心できる県土の実現を

目標とし、産業の振興や県内外との交流・連携を促進するため、高速道路をはじめと

した道路網の整備を県民一体となって進めている。 

しかしながら、本県を東西に貫く唯一の幹線道路である国道９号は、急カーブの続

く片側１車線の国道であり、頻発する事故や災害の度に、通行止めによる大きな経済

的損失を受けている。 

また、国・県道の整備水準は全国に比べ２０年遅れの状況が続いている。 

このため、山陰自動車道や尾道松江線の早期整備、国道などの幹線道路、日常

生活を支える県・市町村道など、今後とも重点的、計画的に整備を行っていくことが重

要である。 

昨年来の世界的な景気の悪化は、日本経済、そして本県の産業にも深刻な影響を

与えている。激化する国際競争に日本が打ち勝つためには、地方がそれぞれ自立し

て発展し、都市と地方が一体となってその力を発揮することが必要であり、その根幹

的な社会基盤である高速道路ネットワークの整備は、国の責任において着実に進め

られなければならない。 

よって、国におかれては、このような地方の実情・意見を深く認識され、次の事項を

実現されるよう強く要望する。 

 

一  地方が必要とする道路整備が今後も着実に進められるよう配慮すること。 

一  国土の骨格を形成する高速道路ネットワークは、国家戦略として国の責任で

全線整備を着実に実行すること。 

一  地域間格差をこれ以上拡大させないため、全国の高速道路ネットワークに繋

がっていない山陰自動車道や尾道松江線に道路整備財源を重点的に配分し、

早期に供用を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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